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今月号のあらまし 

 

Ⅰ 農業改革をめぐる情勢 

１０月２２日、第４８回衆議院議員総選挙の投開票が行われ、自民・公明の

与党で衆議院総数の３分の２（３１０議席）を上回る３１３議席を獲得した。 

１１月２４日、政府は日ＥＵ・ＥＰＡ対策を踏まえた「総合的なＴＰＰ等関

連政策大綱）」決定した。 

 

Ⅱ ＴＰＰ１１大筋合意を発表 

１１月９日、茂木経済再生担当大臣は閣僚会合で大筋合意がなされた旨を発

表した。しかし、当初予定されていた首脳会合での大筋合意確認はカナダ政府

の申入れにより延期となった。 

これを受け、１１日午前、茂木大臣が再度記者会見を開催し、改めて閣僚会

合として大筋合意を確認した旨およびその内容について説明を行った。 

大筋合意の内容は、凍結２０項目の指定、協定の効力発生の要件を６カ国で

の批准が完了したときとすること、見直し条項の追加などであり、新たな協定

を「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定（ＣＰＴＰＰ）」とし

た。 

 

Ⅲ その他通商交渉をめぐる情勢 

１１月６日、初来日したトランプ大統領と安倍首相は、東京で日米首脳会談

を開催した。会談後の共同記者会見でトランプ大統領は「公正、自由で互恵的

な貿易関係を確立したい」と述べた。 

１１月２日、農林水産省は日ＥＵ・ＥＰＡにおける農林水産物への影響を公

表した。 

 

Ⅳ 卸売市場法の抜本的見直しに向けた動き 

政府・与党は、農業競争力強化プログラムや規制改革実施計画等に基づき、

「卸売市場法の抜本的見直し」について、検討を再開した。 

１１月２２日、農水省の素案が明らかになったと報道された。現行の卸売市

場法で定める取引規制は大部分を廃止し、一部だけ「共通ルール」として維持

し、このルールを守るところを国が中央卸売市場として認定する。中央卸売市

場として民間市場も認められることとなり、公設を基本としてきた卸売市場制

度の大転換となる。 



Ⅰ 農業改革をめぐる情勢 
― 総合的なＴＰＰ等関連政策大綱改訂版を決定 ― 

 

１．国会 

○ １０月２２日、第４８回衆議院議員総選挙の投開票が行われ、自民党が２

８４議席を確保し、単独で絶対安定多数（２６１議席）を上回った。公明党

は２９議席を確保し、自民・公明の与党で衆議院総数の３分の２（３１０議

席）を上回る３１３議席を獲得した。 

 

○ 野党は、民進党から分裂した立憲民主党（代表：枝野幸男衆議院議員）が

５５議席を確保し、野党第一党となった。 

 

○ １１月１日に、１２月９日までの３９日間を会期とする特別国会（第１９

５回国会）が召集され、第４次安倍内閣が発足、８月の内閣改造（第３次安

倍第３次改造内閣）で任命した全閣僚が再任された。 

 

〇 １１月現在の政府会議体、政府の農業関係の体制は別紙１の通り。 

 

○ １１月９日、農水省は、当初年内成立を目指していた３法案について、特

別国会に「競馬法改正法案」のみを提出することとし、「都市農地の貸借の

円滑化に関する法律案」、「農林年金統合法改正法案」は来年の通常国会に先

送りする方針を示した。 

 

２．自民党 

○ １１月７日、自民党は、西川公也氏の後任として、農林・食料戦略調査会

長に塩谷立選挙対策委員長（静岡）、ＴＰＰ・日ＥＵ等経済協定対策本部長

に森山裕国会対策委員長（鹿児島）とした。 

 

○ なお、西川公也氏は、農林・食料戦略調査会の特別顧問、ＴＰＰ・日ＥＵ

等経済協定対策本部の特任顧問に就任した。また、８日に安倍首相より内閣

官房参与にも起用されており、農業政策全般を担当する。 

（自民党の農業関係の体制は別紙２の通り） 

 
 



３．平成２９年度補正予算 

○ １１月１日、閣議で安倍総理は平成２９年度補正予算案の編成を指示した。

来年１月に召集される通常国会で成立する見通しである。 

 

○ ２０日、政府は日ＥＵ・ＥＰＡ対策を踏まえた「総合的なＴＰＰ等関連政

策大綱（案）」を自民党ＴＰＰ・日ＥＵ等経済協定対策本部に示した。２４

日、政府は同大綱を正式に決定した。 

 

〇 日ＥＵ・ＥＰＡで関税を撤廃するパスタについては、国内メーカーが輸入

パスタと競争できるよう、小麦の輸入差益（マークアップ）を実質的に撤廃

することなどを新たに盛り込んだ。なお、国が徴収したマークアップは国産

小麦の生産振興に充てられており、その財源が減少するため財源の手当てが

課題となる。      （２０日に提示されたポイントは別紙３の通り） 

 

【日ＥＵ・ＥＰＡ対策を踏まえた総合的なＴＰＰ等関連政策大綱（案）の概要】 

体質強化対策 

・政策大綱策定以降の対策を検証・見直し、必要な施策を実施。 

・経営感覚のある担い手の育成・支援 

・畜産・酪農の収益力向上。省力化施設の整備や国産チーズの原料乳生産とチーズ

製造の低コスト・高品質化などを推進 

・農林水産物の輸出拡大。米、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、乳製品、青果、茶などを

重点品目に、輸出条件の改善、国内の環境整備を推進 

・合板・製材・構造用集成材等の木材製品の国 

・農業競争力強化プログラムの着実実施 

重要５品目関連 

・米⇒ＴＰＰの輸入量相当の国産米を備蓄米として買入れ 

・麦⇒経営所得安定対策を着実に実施。小麦のマークアップを実質的撤廃・引き下

げ。菓子、パスタ製造業などを、経営改善を支援する法律の対象に追加 

・牛肉⇒肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）の補てん率引き上げ 

・豚肉⇒養豚経営安定対策事業（豚マルキン）で補てん率、国庫負担率を引き上げ 

・乳製品⇒加工原料生産者補給金に生クリームなどを追加し２０１７年度から実施 

・甘味資源作物⇒加糖調製品を調整金の対象に追加 

 

 



（補足）補正予算をめぐる動向 

・補正予算の財源は、税収が想定を下回ったことから、平成２８年度２次補正予算水準
（農林水産業関係：５,７３９億円、うちＴＰＰ関連対策３,４５３億円）が確保され
るかに注目が集まっている。 

・財務省は予算圧縮を求める立場から、ＴＰＰおよび日ＥＵ対策の増額に否定的な見解
を示している。１０月１７日に開催された財政制度等審議会の財政制度分科会（分科
会長：榊原定征経団連会長）において、以下の内容が示唆された。 
―米国のＴＰＰ復帰が見通せない中、従来対策について見直し・縮小 
―ＥＵからの輸入増加が懸念される豚肉、木材、チーズについては、ＴＰＰ参加国か
らも輸入されており、従来のＴＰＰ対策で相当程度カバーできる 
―畜産クラスター事業や産地パワーアップ事業は、施設や機械の導入の事業効果を
「見える化」することが不可欠であり、今後厳しく査定していく 

 

  



 

【政府会議体の体制】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【政府の農業関係の体制】 

 

【農林水産省】   
 農林水産大臣 齋藤  健 ［衆・千葉 7区］ 
 農林水産副大臣 礒崎 陽輔 ［参・大分］ 
   〃 谷合 正明 ［参・比例（公明）］ 
 農林水産大臣政務官 野中  厚 ［衆・埼玉 12区］ 
   〃 上月 良祐 ［参・茨城］    
【内閣府】   
 内閣府特命担当大臣（地方創生・規制改革） 梶山 弘志 ［衆・茨城 4区］ 
 内閣総理大臣補佐官 
（ふるさとづくりの推進及び農林水産物の輸出振興担当）  宮腰 光寛 ［衆・富山 2区］ 

 
  

別紙１ 



 
【自民党の農業関係の体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 

塩谷立、森山裕、宮腰光實、吉川貴盛、江藤拓、小泉進次郎 

主要農林幹部による非公式会合「農林インナー」 

塩谷立、森山裕、宮腰光實、吉川貴盛、江藤拓、小泉進次郎、野村哲郎、山田俊男 









Ⅱ ＴＰＰ１１大筋合意を発表 
― カナダ政府の申入れにより首脳会合は延期 ― 

 

１．ＴＰＰ１１大筋合意までの経緯 

〇 米国を除くＴＰＰ参加１１カ国（ＴＰＰ１１）は、１１月の閣僚会合等に

おいて米国抜きでの協定発効に向けて、凍結項目等について議論をしていた。 

（詳細は「農政をめぐる情勢９月号」参照） 

 
２．ベトナムにおけるＴＰＰ１１交渉の経過 

○ １１月７日から９日にかけて、ベトナム・ダナンで首席交渉官会合・閣僚

会合が開催された。９日夜には、ベトナムとともに閣僚会合の共同議長を務

めた茂木敏充経済再生担当大臣が記者会見を開き、閣僚会合として大筋合意

がなされた旨を発表した。 

 

○ 一方、閣僚会合終了後、カナダのシャンパーニュ国際貿易大臣は、「大筋

合意はしていない」とのコメントをツイッターに掲載した。 

 

〇 １０日、カナダのトルドー首相は日加首脳会合において安倍首相に対し、

首脳レベルで大筋合意を確認できる状況にないとの見解を伝えたとされて

いる。 

 

○ 当初１０日午後に開催が予定されていた首脳会合について、カナダ政府は

延期を申し入れ、開催が見送られることとなった。 

 

○ １０日夜、こうした事態を受け、改めて閣僚会合が開催され、大筋合意の

内容について改めて確認がなされた。 

 

〇 １１日午前、茂木大臣が再度記者会見を開催し、改めて閣僚会合として大

筋合意を確認した旨およびその内容について説明を行った。 

 
（補足）カナダの反応 

・１１月１０日カナダ政府は、公表のリリースにおいて、ＴＰＰ１１の大筋合意を「歓

迎する」一方、同協定には「カナダにとって未だ多くの課題が残されている」とし、

引き続き課題解決に向けた協議を続ける考えを明らかにした。 

・カナダ国内のマスコミ論調は、カナダ国内の自動車産業など製造業を中心に、トルド

ー首相が首脳会合での合意を行わせなかったことを評価する声が大きいことを伝え

ている。 

・カナダの農業者団体は、今回の一連の顛末について、「カナダは現在ＴＰＰ１１交渉

と並行してＮＡＦＴＡ交渉を抱えており、その動向が分からないなかで首脳会合にお

いて合意を確認することはできなかった」などと説明している。 

 

 



３．主な合意内容 

○ 大筋合意の内容としては、新たに追加される条文、凍結項目のリスト等か

が閣僚会合において確認され、新たな協定を「包括的及び先進的な環太平洋

パートナーシップ協定（Comprehensive and Progressive Agreement for 

Trans-Pacific Partnership、ＣＰＴＰＰ）」とすることとなった。（合意内

容、閣僚声明については別紙１、２の通り） 

 

【合意内容の主なポイント】 

≪凍結項目≫ 

・政府調達や医薬品データ保護期間など全２０項目が指定 

≪協定の効力発生の要件≫ 

・参加１１カ国のうち６カ国（ＴＰＰとは異なりＧＤＰに関する規定がない

ため、６カ国の国は問わない）での批准が完了したとき 

≪見直し条項の追加≫ 

・「ＴＰＰ１２の発効が見込まれる場合又は見込まれない場合に、いずれか

の締約国の要請があったときは､ＴＰＰ１１協定の改正等を考慮するた

め、この協定の見直しを行う（協定第６条）」が追加 

 

○ 日本の農業分野に関しては、脱脂粉乳・バターの関税割当枠や牛肉、豚肉

のセーフガードの発動基準に関する算定基礎の見直しが焦点となっていた

が、こうした見直しは行われなかった。 

 

○ 一方、将来的な米国の復帰が望めなくなった場合（わが国においては日米

ＦＴＡ交渉入りが正式に決定する場合等が想定される）等に、改めて協定の

見直しを行うことができる旨の内容が条文に追加された。 

 

４．ＪＡグループの今後の取り組み 

○ 今後、交渉の経過や大筋合意に至った判断について、十分な情報開示を求

めるとともに、最終合意がなされるまで、引き続き交渉状況を注視し、情報

収集に努める。併せて、国内農業の再生産確保に向けた国内対策を求めてい

く。 

 

〇 ＣＰＴＰＰに加え、ＴＰＰ水準以上の日米ＦＴＡが締結されることになる

と、国内農業にとってさらなる打撃となる。日米ＦＴＡの動向を引き続き注

視する。 











Ⅲ その他通商交渉をめぐる情勢 
― 農水省、日ＥＵ・ＥＰＡの影響を公表 ― 

 

１．日米首脳会談 

〇 １１月６日、初来日したトランプ大統領と安倍首相は、東京で日米首脳会

談を開催した。会談において、日米ＦＴＡなどの具体的な手段には言及しな

かったとされているが、会談後の共同記者会見でトランプ大統領は「公正、

自由で互恵的な貿易関係を確立したい」と述べた。 

 

〇 なお、同日午前、トランプ大統領は駐日米国大使館で演説し、対日貿易赤

字に触れ、自動車分野を名指ししたうえで貿易が公正でないと批判したほか、

ＴＰＰについて否定的な考えを改めて示した。 

 

〇 １７日、ハガティ駐日米大使は日米首脳会談について、「両首脳は貿易赤

字解消のため、日米ＦＴＡを含むあらゆる方策を話し合った」と述べた。 

 

〇 ２０日、安倍首相は衆院本会議の代表質問において、「日米ＦＴＡに関す

るやりとりはなかった」と語っている。 

 
２．日ＥＵ・ＥＰＡ 
〇 １０月１４日、大枠合意後初めてとなる首席交渉官会合が東京で開催され

た。日ＥＵ双方の対立が伝えられている紛争解決手続き等をめぐって議論が

されたと報じられている。 

 

〇 １６日、ＥＵ側の視察団が来日し、日本産の豚肉や乳製品、卵製品のＥＵ

への輸出解禁に向け、衛生管理基準の調査を行った。 

 

〇 １１月２日、農林水産省は日ＥＵ・ＥＰＡにおける農林水産物への影響を

公表した。（品目ごとの影響について（総括表）は別紙１の通り） 

 

〇 影響分析では４段階の評価をしており、大半の国産農林水産物で影響は

「見込み難い」「限定的」とした。 

 

〇 最も影響が大きいと見るのが、牛肉、豚肉、牛乳乳製品等。これらについ

ては、「当面、輸入の急増は見込み難いが、長期的には、関税引下げの影響

の懸念」があるとし、コスト削減や品質向上などの体質強化対策を実施する

ことに加え、経営安定対策についてもＴＰＰ等の状況を踏まえて必要な検討

を行う、としている。 

 

○ 豚肉については、差額関税制度の維持で、高価格帯と低価格帯の肉を組み

合わせて輸入する現状の形態が続くと想定しているが、低価格帯の肉にかけ



る従量税の削減で、安価な肉が単独で輸入される可能性があり、国産価格が

下落する懸念がある。小麦については、「輸入増大は見込み難い」とした。 

 

〇 一方、輸出については、牛肉、日本特有の食材（ゆず等）、コメ、緑茶な

どを重点品目とし、外食向け需要を中心に輸出拡大が期待されるとし、輸出

環境の改善に向けた取り組みを加速化するとしている。 

 
３．ＲＣＥＰ 

〇 １１月１４日、東アジア地域包括的経済連携（ＲＣＥＰ）交渉参加１６カ

国は、フィリピン・マニラで首脳会合を開き「妥結に向け２０１８年に一層

努力する」との声明を採択し、年内合意の先送りを確定させた。新たな合意

時期は明示しなかった。 







Ⅳ 卸売市場法の抜本的見直しに向けた動き 
― 年末までの具体的結論に向け、検討再開 ― 

 

１．規制改革推進会議・自民党の動向 

○ 政府・与党は、農業競争力強化プログラムや規制改革実施計画等に基づき、

「卸売市場法の抜本的見直し」について、年末までに具体的結論を得て、来

年の通常国会に関連法案を提出することとしており、衆議院選挙後に先送り

としていた検討を再開した。 

 

【卸売市場法見直しにおいて論点とされている主な取引時の原則】 

◎売買取引の方法 

  開設者が市場ごとに業務規程で生鮮食料品等の区分を定め、それぞれの

区分に応じせり・入札又は相対による売買取引の方法によること 

 

◎差別的取扱いの禁止 

卸売業者が取引きする数量の大小など諸条件で出荷者・買受人を不当に

差別することを禁止 

 

◎受託拒否の禁止 

産地の出荷物を卸が必ず引き取る 
（卸売業者が正当な理由がないかぎり、出荷者からの販売委託の申込を拒否することを禁止） 

 

◎代金決済の確保 

支払期日、支払方法その他の決済方法を業務規程で定める 
（原則として、卸売業者は販売した代金を翌日までに出荷者に送金しなければならない。また、買

受人は買い受けた物品を引き取ると同時に代金を支払わなければならない。ただし、支払いに関す

る契約を結んでいる場合は、この限りではない。） 

 

 

●第三者販売の原則禁止 

卸売業者の販売先を市場内の仲卸や売買参加者に限定 

 

 
 

 



●商物一致の原則 

  卸売業者の販売を市場内にある物品に限定 

 

 
 

●直荷引きの原則禁止 

  仲卸業者の仕入れ先を当該市場の卸売業者に限定 

 

 
 

（◎印は会合等において維持すべきとされているもの） 

 

○ １０月２５日、１１月１日、規制改革推進会議は、未来投資会議と合同で

会合を開催した。会議内容は公表されていないが、生産者から維持すべきと

の意見が多い「差別的取扱、受託拒否の禁止」、「代金決済の確保」以外はゼ

ロベースの見直しを求める意見が出されている模様である。 

 

【政府の卸売市場法に関する会合】 

１０月２５日：農林水産省よりヒアリング 

農林水産省より資料「卸売市場を含めた流通構造について」提出 

１１月 1日：市場関係者よりヒアリング 

「長野県連合青果株式会社」、「株式会社大田花き」、「丸進成果株式会社」、「株式

会社フーディソン」より資料提出 

 

○ １１月６日より、自民党は、議論を再開し、農林水産省や市場関係者、Ｊ

Ａグループなどからヒアリングを行っている。（１１月６～１４日までに行

った市場関係者等からの主な意見は別紙１の通り） 

 

 



【自民党の卸売市場法に関する主な会合】 

１１月６日（農林・食料戦略調査会、農林部会合同会議） 

：農林水産省、市場関係者よりヒアリング 

⇒受託拒否の禁止や差別的取扱いの禁止といった卸売市場の公共性に関する規

制の廃止に慎重な意見が相次いだ。一方、他の規制では見直しを求める声も出

た。 

 

１１月７日（農林・食料戦略調査会、農林部会合同会議） 

：市場関係者よりヒアリング 

⇒第三者販売の禁止と商物一致といった規制見直しについて、大手等から推進を

求める意見が出た一方、仲卸業者、小売業者等から堅持を求める意見が出た。 

 

１１月１４日（農林・食料戦略調査会、農林部会合同会議） 

：ＪＡグループを含む市場関係者よりヒアリング 

⇒受託拒否の禁止について、廃止を求める声が上がらなかった一方、第三者販売

の原則禁止などは意見が割れた。 

 

１１月１４日（自民党卸売市場議員連盟勉強会） 

≪勉強会の主な内容≫ 

（立命館大学経済学部・新山陽子教授） 

・大手量販店の強まるバイイングパワー（購買力）に対応するには、卸売市場の

公正な価格形成の役割がますます大きくなっている。 

・多数の売り手と買い手が集まる卸売市場を介在することで、結果として生産者、

量販店などの双方が取引コストを削減できる。 

 

１１月１５日（農林・食料戦略調査会、農林部会合同会議） 

：卸売市場を含めた流通構造について自由討議 

⇒本格議論を開始。当の結論として受託拒否の禁止と差別的取り扱いの禁止の規

制の維持を打ち出す方向が固まりつつあると見られる。 

 

○ ２２日、農水省の素案が明らかになったと報道された。現行の卸売市場法

で定める取引規制は大部分を廃止し、一部だけ「共通ルール」として維持し、

このルールを守るところを国が中央卸売市場として認定する。中央卸売市場

として民間市場も認められることとなり、公設を基本としてきた卸売市場制

度の大転換となる。 

 

【農水省素案のポイント】 

・市場法の取引規制は大半を廃止するが、一部を「共通ルール」として維持。

共通ルールを守る卸売市場を国や都道府県が認定 
・中央卸売市場について、開設者は行政に限るとした制限も撤廃。民間企業

も開設可能に 
・共通ルールは①受託拒否の禁止②代金決済ルールの策定公表③売買取引の

方法の公表④差別的取り扱いの禁止⑤取引条件（出荷奨励金、委託手数料



など）の公表⑥取引結果（取引数量・価格など）の公表 
・第三者販売の原則禁止、直荷引きの原則禁止、商物一致の原則などの取引

規制は廃止するが、公表を条件に各市場が独自ルールとして定めることは

可能 
 

２．今後の見通し 

○ １１月下旬に予定される自民党の論点整理、規制改革推進会議の提言を踏

まえ、政府・与党は、１１月末までに市場法見直しに関するとりまとめを行

い、その内容を「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂に盛り込む予

定としている。 

 

 

 

３．ＪＡグループの対応 

○ １１月９日、ＪＡ全中は「卸売市場法の見直しにかかるＪＡグループの基

本的考え方」をまとめた。（別紙２の通り） 

 

【卸売市場法の見直しにかかるＪＡグループの基本的考え方（項目抜粋）】 

１．卸売市場の機能を弱体化させる見直しは容認できない 

２．市場の公的機能を担保する規制（受託拒否の禁止など）等の堅持 

３．関係者の十分な調整等に基づく市場の機能強化に資する見直しの実施 

４．第三者販売の原則禁止等の扱いの慎重な検討 

５．商物一致の原則の実態に即した見直し 

６．物流改革、市場再編整備など流通全体の改善促進 

７．ＪＡグループの自己改革の後押し 
 

○ ＪＡグループは、基本的考え方に基づき、全農や関係団体等と連携し、政

府・与党に対する働きかけの強化やヒアリング対応に取り組むとともに、引

き続き、情報収集・実態把握等を実施する。 
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